
「障害児入所施設実態把握調査」の結果について

第４回 今後の障害児入所施設の在り方に関する検討会

参考資料１令和７年12月2日



障害児入所施設 指定事業所数、児童数 R７年４月1日時点

入所児童数（現員）
指定事業所数

合計18歳以上児童

5,2651065,159233福祉型

2,6131132,500235医療型

※ 重症心身障害児の定員には療養介護も含まれている。
（ ）内は、指定発達医療機関の内数。
出典：こども家庭庁支援局障害児支援課調べ（令和７年４月１日時点)

合計
医療型

重症心身肢体自閉

235192（71）41（7）2指定事業所数

21,58719,511（6,716）1,998（174）78定員

19,07518,326（6,216）725（20）24現員

2,5001,769（545）707（20）24児童数

839567（132）267（4）5措置
18歳
未満

1,6611,202（413）440（16）19契約

11395（39）18018歳以上

2620（3）60
措置

延⾧

8775（36）120
契約

延⾧

１ ． 障 害 児 入 所 施 設 の 現 状

２

１．障害児入所施設の現状

合計
福祉型

肢体ろうあ盲自閉知的

2337651214指定事業所数

6,919167141100406,471定員

5,2651398365384,940現員

5,1591349048384,835児童数

3,649112724583,396措置
18歳
未満

1,51022183301,439契約

106１00010518歳以上

55100054措置
延⾧

51000051契約
延⾧



２．入所児童年齢
福祉型障害児入所施設

医療型障害児入所施設

人
数

人
数

年齢

年齢

出典：こども家庭庁支援局障害児支援課調べ（令和７年４月１日時点）
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3 . 在 籍 年 数

福祉型障害児入所施設

医療型障害児入所施設

人
数

人
数

年数

年数

出典：こども家庭庁支援局障害児支援課調べ（令和７年４月１日時点）
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〇 福祉型では、共同生活援助、障害者入所施設、父母の順に移行人数が多くなっている。
〇 医療型では、父母、療養介護、障害者入所施設の順に移行人数が多くなっている。

福祉型障害児入所施設

医療型障害児入所施設

出典：こども家庭庁支援局障害児支援課調べ（令和７年４月１日時点）
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福祉型（措置）

出典：こども家庭庁支援局障害児支援課調べ（令和７年４月１日時点）

〇 福祉型（措置）では虐待（疑い含む）の割合が高く、養育の協力者の必要性、保護者の疾病、保護者の育児不安の順に高
い割合となっている。

〇 福祉型（契約）では、保護者の育児不安、養育の協力者の必要性の割合が高く、次いで介護疲れ、児童の発達支援、児
童の通学目的とした入所も高い割合となっている。

現状

福祉型（契約）

N＝3,704 N＝1,561

５．入所理由【福祉型】
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医療型（措置）

出典：こども家庭庁支援局障害児支援課調べ（令和７年４月１日時点）

〇 医療型（措置）では、虐待（疑いも含む）、養育の協力者の必要性が割合が高くなっている。また、児童の医療目的、保護
者の疾病、保護者の育児不安も高い割合になっている。

〇 医療型（契約）では、児童の医療目的の割合が高く、次いで養育の協力者の必要性の割合が高くなっている。

現状

医療型（契約）

N＝865人 N＝1,748人

５．入所理由【医療型】
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５．入所時の保護者の状態

福祉型（措置）

出典：こども家庭庁支援局障害児支援課調べ（令和７年４月１日時点）

〇 措置に関しては、福祉型は実母のみ、実父母の順に割合が高く、医療型は実父母、実母のみの順に割合が高い。
〇 契約に関しては、福祉型、医療型共に実父母、実母のみの順に割合が高くなっている。

現状
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６．入所経路について【福祉型】

出典：こども家庭庁支援局障害児支援課調べ（令和７年４月１日時点）

〇 福祉型の措置に関しては、家庭からと児童相談所一時保護所からの入所の割合が高く、児童養護施設、乳児院からの入
所の順に割合が高くなっている。

〇 福祉型の契約に関しては、家庭からの入所の割合が高くなっている。

現状
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７．入所経路について【福祉型】
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出典：こども家庭庁支援局障害児支援課調べ（令和７年４月１日時点）

〇 医療型の措置に関しては、病院の医療機関、家庭、乳児院からの入所の割合が高くなっている。
〇 医療型の契約に関しては、家庭からの入所、次に病院の医療機関からの入所の割合が高くなっている。

現状

医療型（措置） 医療型（契約）

N＝865 N＝1,748

７．入所経路について【医療型】
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７．医療的ケア児について（福祉型）

出典：こども家庭庁支援局障害児支援課調べ（令和７年４月１日時点）

〇 福祉型の医療的ケアの内容は、排便管理、痙攣時の坐剤導入、吸引、酸素投与、迷走神経刺激装置の作動等の処置、
皮下注射の順に多くなっている。

現状

医療的ケアの実施状況
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７．医療的ケア児について（医療型）

出典：こども家庭庁支援局障害児支援課調べ（令和７年４月１日時点）

〇 医療的ケアの内容は、排便管理、経管栄養が最も多く、吸引、痙攣時の坐剤導入、吸引、酸素投与、迷走神経刺激装置の作
動等の処置、気管切開の管理、人工呼吸器の管理の順に割合が高くなっている。

現状
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７．大島分類による内訳（医療型）

出典：こども家庭庁支援局障害児支援課調べ（令和７年４月１日時点）
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出典：こども家庭庁支援局障害児支援課調べ（令和７年４月１日時点）
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出典：こども家庭庁支援局障害児支援課調べ（令和７年４月１日時点）
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８．入所児童の主たる障害種別（福祉型）
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出典：こども家庭庁支援局障害児支援課調べ（令和７年４月１日時点）
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N＝4,835人出典：こども家庭庁支援局障害児支援課調べ（令和７年４月１日時点）

1１．入所児童の重複する障害【福祉型】
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N＝2,613出典：こども家庭庁支援局障害児支援課調べ（令和７年４月１日時点）

1１．入所児童の重複する障害【医療型】
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出典：こども家庭庁支援局障害児支援課調べ（令和７年４月１日時点）

福祉型障害児入所施設

医療型障害児入所施設
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出典：こども家庭庁支援局障害児支援課調べ（令和７年４月１日時点）
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出典：こども家庭庁支援局障害児支援課調べ（令和７年４月１日時点）

N＝5,265

週に1回以上 1日に1回以上 1日中

1４．入所児童で特に支援が必要な行動と頻度別児童数【福祉型】
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N＝2,613

出典：こども家庭庁支援局障害児支援課調べ（令和７年４月１日時点）

12．入所児童で特に支援が必要な行動と頻度別児童数（医療型）

週に1回以上 1日に1回以上 1日中

1４．入所児童で特に支援が必要な行動と頻度別児童数【医療型】
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出典：こども家庭庁支援局障害児支援課調べ（令和７年４月１日時点）

1４．入所児童で特に支援が必要な行動と頻度別児童数【詳細】
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出典：こども家庭庁支援局障害児支援課調べ（令和７年４月１日時点）

1４．入所児童で特に支援が必要な行動と頻度別児童数【詳細】（続き）
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出典：こども家庭庁支援局障害児支援課調べ（令和７年４月１日時点）

1４．入所児童で特に支援が必要な行動と頻度別児童数【詳細】（続き）

25

週に1回以上 1日に1回以上 1日中 週に1回以上 1日に1回以上 1日中 週に1回以上 1日に1回以上 1日中

⑦排せつに関する強度の障害 ⑧著しい多動 ⑨通常と違う声を上げたり、
大声を出す等の行動

0% 20% 40% 60% 80% 100%

（医）重心契約

（医）重心措置

（医）肢体契約

（医）肢体措置

（医）自閉契約

（医）自閉措置

（福）肢体契約

（福）肢体措置

（福）ろう契約

（福）ろう措置

（福）盲契約

（福）盲措置

（福）自閉契約

（福）自閉措置

（福）知的契約

（福）知的措置

0% 20% 40% 60% 80% 100%

（医）重心契約

（医）重心措置

（医）肢体契約

（医）肢体措置

（医）自閉契約

（医）自閉措置

（福）肢体契約

（福）肢体措置

（福）ろう契約

（福）ろう措置

（福）盲契約

（福）盲措置

（福）自閉契約

（福）自閉措置

（福）知的契約

（福）知的措置

0% 20% 40% 60% 80% 100%

（医）重心契約

（医）重心措置

（医）肢体契約

（医）肢体措置

（医）自閉契約

（医）自閉措置

（福）肢体契約

（福）肢体措置

（福）ろう契約

（福）ろう措置

（福）盲契約

（福）盲措置

（福）自閉契約

（福）自閉措置

（福）知的契約

（福）知的措置



出典：こども家庭庁支援局障害児支援課調べ（令和７年４月１日時点）

1４．入所児童で特に支援が必要な行動と頻度別児童数【詳細】（続き）
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出典：こども家庭庁支援局障害児支援課調べ（令和７年４月１日時点）

1４．入所児童で特に支援が必要な行動と頻度別児童数【詳細】
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〇 通院

N＝4,940

福祉型（知的）

〇 入院

福祉型（自閉）

N＝38

〇 通院

〇 入院

福祉型（ろうあ）

〇 通院

〇 入院

N＝83

％

福祉型（盲）

〇 通院

N＝65

福祉型（肢体）

〇 通院

〇 入院

N＝139

％

％

％

％

１５．入所児童で心理的なことを背景とした小児科、心療内科、児童精神科、精神科等の医療機関への通院、
入院がある児童割合【福祉型】

28出典：こども家庭庁支援局障害児支援課調べ（令和７年４月１日時点）
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1４．障害児通所サービス等の利用希望について

児童発達支援センター・児童発達支援事業・保育所

出典：こども家庭庁支援局障害児支援課調べ（令和７年４月１日時点）

人
数

放課後等デイサービス
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数
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1６．障害児通所支援事業等の利用希望について
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〇 福祉型では、日常の様子を伝えている、通院や医療機関との連携の情報提供、学校と家庭との間での情報提供や連携を
促す取組についてを多くの施設が実施している。

〇 一方、心理的な専門的な支援、ペアレント・トーニング、ピアカウンセリング、きょうだい児へのサポートを実施している施設
は少ない現状である。

出典：こども家庭庁支援局障害児支援課調べ（令和７年４月１日時点）

福祉型障害児入所施設

実施施設数

現状

N＝5,265

1７．家族支援に資する取組の有無【福祉型】
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障害や特性が理解できるような支援

アンガーマネージメントに関する支援

家庭と学校との間での情報共有や連携を促す取組

通院や医療機関との連携の情報共有

日常の様子を伝えている。

ピアカウンセリングなど、家族同士による支援

保護者会や懇談会等の開催・サポート

保護者向けの学習会やワークショップの開催

家族（きょうだい）が参加できるきょうだい児へのケア・サポート

家族の経済的状況や就労、福祉サービスの利用の相談



1５．家族支援に資する取組の有無［医療型】

医療型障害児入所施設

実施施設数

出典：こども家庭庁支援局障害児支援課調べ（令和７年４月１日時点）

〇 医療型では、日常の様子を伝えている、通院や医療機関との連携の情報提供、福祉制度の説明、学校と家庭との間での情
報提供や連携を促す取組については多くの施設が実施している。

〇 一方、ペアレント・トーニング、ピアカウンセリング、きょうだい児へのサポートを実施している施設は少ない現状となっている。

現状

N＝2,613 

１７．家族支援に資する取組の有無【医療型】
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16．家族との交流ごとの児童数［福祉型】

出典：こども家庭庁支援局障害児支援課調べ（令和７年４月１日時点）

人
数

N＝5,265

1８．家族との面会・電話等の交流の取組における実施人数【福祉型】
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医療型障害児入所施設

出典：こども家庭庁支援局障害児支援課調べ（令和７年４月１日時点）
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福祉型障害児入所施設

出典：こども家庭庁支援局障害児支援課調べ（令和７年４月１日時点）
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〇 福祉型、医療型共に外泊できない理由として、家庭の事情で帰宅できない割合が多くなっている。
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出典：こども家庭庁支援局障害児支援課調べ（令和７年４月１日時点）
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〇 福祉型短期入所、日中一時支援事業を実施している施設が多い。
〇 児童発達支援、児童発達支援センター、放課後等デイサービス等の障害児通所支援事業を実施している施設も一定数あ

る。

福祉型障害児入所施設

施
設
数

事業名

出典：こども家庭庁支援局障害児支援課調べ（令和７年４月１日時点）

現状
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2１．障害児入所施設が併設、または障害児入所施設を運営する法人が実施している事業【福祉型】
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出典：こども家庭庁支援局障害児支援課調べ（令和７年４月１日時点）

〇 医療型短期入所を実施している施設が多い。
〇 児童発達支援、児童発達支援センター、放課後等デイサービス等の障害児通所支援事業を実施している施設も一定数あ

る。

現状

N＝235

2１.障害児入所施設が併設、または障害児入所施設を運営する法人が実施している事業【医療型】
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